
県が発注する建設工事における技術者等の兼務要綱等の一部改正
県が発注する建設工事における技術者等の兼務要綱の一部改正 新旧対照表

新 旧

（専任配置の主任技術者の兼務） （専任配置の主任技術者の兼務）

第３条 略 第３条 略

（１）～（３） 略 （１）～（３） 略

２ 略 ２ 略

（１）～（３） 略 （１）～（３） 略

３ 同一の主任技術者が兼務することができる工 ３ 同一の主任技術者が兼務することができる工

事の数は、当該県工事及び他工事を合わせて、 事の数は、当該県工事及び他工事を合わせて、

原則２程度（災害復旧工事等（災害復旧工事、 ２

改良復旧工事その他のこれらに類する工事をい

う。以下同じ。）が１件以上あるときは３まで

）とする。 とする。

４ 略 ４ 略

（１） 略 （１） 略

①～④ 略 ①～④ 略

（２） 略 （２） 略

（現場代理人の兼務） （現場代理人の兼務）

第４条 略 第４条 略

２ 略 ２ 略

（１）～（３） 略 （１）～（３） 略

３ 略 ３ 略

４ 略 ４ 略

５ 同一の現場代理人が兼務することができる工 ５ 同一の現場代理人が兼務することができる工

事の数は、県工事及び他工事を合わせて、３ま 事の数は、県工事及び他工事を合わせて、三ま

で（災害復旧工事等 で（災害復旧工事等（災害復旧工事、改良復旧

工事その他のこれらに類する工事をいう。以下

が１件あるときは４まで、災害復旧工 同じ。）が１件あるときは四まで、災害復旧工

事等が２件以上あるときは５まで）とする。 事等が２件以上あるときは五まで）とする。

様式１（監理技術者） 略 様式１（監理技術者） 略



様式１（主任技術者） 様式１（主任技術者）

様式１（現場代理人） 略 様式１（現場代理人） 略

様式２ 様式２

様式３ 略 様式３ 略



様式４ 様式４

様式５ 略 様式５ 略

様式６ 略 様式６ 略

附 則

この要綱は、令和５年９月１９日から施行する。


